
 

別紙（第７条関係）  

 

１ 要介護者利用料金 

(1) 地域密着型通所介護 基本料金（１日につき） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

３～４時間未満  ４１５単位  ４７６単位  ５３８単位  ５９８単位  ６６１単位 

４～５時間未満  ４３５単位  ４９９単位  ５６４単位  ６２７単位  ６９３単位 

５～６時間未満  ６５５単位  ７７３単位  ８９３単位 １０１０単位 １１３０単位 

６～７時間未満  ６７６単位  ７９８単位  ９２２単位 １０４５単位 １１６８単位 

７～８時間未満  ７５０単位  ８８７単位 １０２８単位 １１６８単位 １３０８単位 

 

（２）加算される料金 （１日につき） 

項目 利用料金 備考 

入浴介助加算Ⅰ ４０単位 入浴を利用した場合 

個別機能訓練加算Ⅰイ ５６単位 計画書に基づき実施した場合 

サービス提供体制強化

加算Ⅰ 

い
ず
れ
か
一
つ 

２２単位 

介護福祉士が７０％以上、または勤続 10

年以上の介護福祉士が２５％以上配置さ

れている 

サービス提供体制強化

加算Ⅱ 
１８単位 

介護福祉士が５０％配置されている 

サービス提供体制強化 

加算Ⅲ ６単位 

介護福祉士が４０%以上、または勤続 7 年

以上の介護福祉士が３０％以上配置され

ている 

 

※上記料金に市町村から通知された負担割合証に応じた額が自己負担となります。 

  ※その他の加算 

１ 介護職員処遇改善加算：所定の単位数（基本＋加算）に、サービス加算率の５.９％を

乗じて算定します。 

２ 介護職員等特定処遇改善加算：所定の単位数（基本＋加算）にサービス加算率の１．2

％を乗じて算定します。 

３ 地域区分加算(６級地)：所定の単位数（基本＋加算）に、サービス加算率の２.７％を

乗じて算定します。（1 単位あたり 10.27 円になります） 

※利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合、片道につき４７単位を減算します。 

 



 

 

 

 ２ 要支援者および事業対象者利用料金 

（１）第一号通所介護事業（介護予防通所介護相当サービス） 基本料金（１月につき） 

項目 １ヶ月の単位数 

通所型サービス１ １，６７２単位 

通所型サービス２ ３，４２８単位 

 

（２）加算される料金 （１月につき） 

項目 利用料金 備考 

運動器機能向上加算 
通所型サー

ビス１．２ 
２２５単位 

個別計画書作成、サービス実施、

評価、見直しの実施。 

サービス提供体制強化 

加算Ⅰ 

い
ず
れ
か
一
つ 

通所型サ

ービス１ 
８８単位 

介護福祉士が７０％以上、また

は勤続 10 年以上の介護福祉士

が２５％以上配置されている 通所型サ

ービス２ 
１７６単位 

サービス提供体制強化

加算Ⅱ 

通所型サ

ービス１ 
７２単位 

介護福祉士が５０％配置されて

いる 

通所型サ

ービス２ 
１４４単位 

サービス提供体制強化

加算Ⅲ 

通所型サ

ービス１ 
２４単位 

介護福祉士が４０%以上、または

勤続 7 年以上の介護福祉士が３

０％以上配置されている 通所型サ

ービス２ 
４８単位 

※上記料金に市町村から通知された負担割合証に応じた額が自己負担となります。 

  ※その他の加算 

１ 介護職員処遇改善加算：所定の単位数（基本＋加算）に、サービス加算率の５.９％を

乗じて算定します。 

２ 介護職員等特定処遇改善加算：所定の単位数（基本＋加算）にサービス加算率１．2

％を乗じて算定します。 

３ 地域区分加算(６級地)：所定の単位数（基本＋加算）に、サービス加算率の２.７％乗

じて算定します。（1 単位あたり 10.27 円になります） 

 

（３）介護保険対象外サービス 

項   目 利 用 料 金  

食費 ６４０円/日    

 

全額自己負担 

１０：００までキャンセル可 

おやつ代 ６０円/日 



 

レクリエーション材料費 実費相当分 
 

おむつ代 

パット１枚－５０円 おむつ１

枚－７０円  もしくは同等の

物を持参していただく 

 

 

 ３ キャンセル料 

  利用者の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかる。 

項     目 キャンセル料 

①ご利用日の前日午後５時までにご連絡いたたいた場合 無  料 

②ご利用日の当日午前９時までにご連絡いただいた場合 利用料金の１０％ 

③ご利用日の当日午前９時までにご連絡がなかった場合 利用料金の２５％ 

※上記金額は、全額自己負担となります。 


